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1.は じ め に

労働現場における人への危害は,図 1の ベン図が

示す通り,危険源と人が同一時刻に位相空間 卜で遭

遇する事で,危険状態となり, これを放置する事に

より発生する。このふたつの要因につき,従来の労

働安全は,人への教育を主眼においていたが,それ

では限界があるとして,危害のもうひとつの要因と

しての危険源に着日したのが機械安全である。

ミルの危害防止論
1・ によれば,危害が発生する事

は、自由を束縛する事となり,それは基本的人権の

侵害であるから,安全は確保されなければならない

と言う事になる。

因果決定論に基づく危険源は放置していても消滅

せず,危険状態で危害を誘発する為に,機械安全の

基本概念と方法論はつぎの通り定められている.

1機械|のツ|スクア|ヤネメント
■|1lS011‐1211■■|

■|1出成の使用1制 限

物を対象  人を対象

危1資源の1同1定

|●ジネク1見積

4■,ネタ評価

5■リスク低減
■●IS0121001

|■機械 |の使1用情 1報

図 1 危害の発生要因とリスクアセスメント
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1)安全性評価 として IS014121■ によるリスクアセ

スメント (機械の使用制限―危険源の同定―リ

スク見積 もリーリスク訓:価 を実施 )

2)その結果に基づ くリスク低減として

IS012100い で求められる三段階方式による (1

本質安全設計 2追 加的保護方策 3警 告表

示)方策を繰 り返 し実施する事が,国 際標準に

より定められ,体系化された安全方策である。

ここでは, とりわけ危険源 と人を防護柵等で分離

する隔離の原則,危険な機械の動きに人が接近 した

際にセンサ等でその動 きを検知 し,駆動エネルギー

を遮断する停止の原則が主流である。

すなわち,危険な機械を鳥かごのように囲い,機

械の危険な動きを安全なインタロック装置などで止

めると言う事である.

3)そ して, これらの安全方策の結果と次章で述べ

る使用者情報としての残留リスクに関する対処

を図書として文書化 し,万が一の事故の際に
,

これらをもって機械設計者および機械使用者は

説明責任を果たす事, さらには事故の際は保険

などで補償される事が, リスクベース ド・アプ

ローチとして安全技術をもって社会に安心を与

える事 となる。

2.機械 安全 の体 系

L述の体系化された安全方策は,図 2に示す通 り,

方法論 として主に機械安全 (IS012100)。 電気安全

(IEC60204 1)・ ・制御安全 (IEC13849 1)'・ 機能安

全 (IEC61508)・ に分類 される。これらにより,サ

ブシステムの集合体 としての機械およびその駆動

源・+1御 装置に係わるエネルギをセンサ・制御・ア

クチュエータそして通信において個々の危険源を制

御するのが,安全の役割である。

安全に係わる用語 を定義 した ISO/1EC Guide 51・

では,1章で述べた二つの規格を基本安全規格 (A

追加保護方 追力日方策

電源管理 ,教育

合理的代替設計
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機械の危険性または有害性の調査 (安衛法第28条の2)

その結果に基づき措置を講ずる(包括指針)

JIS規格の呼び込み

により, リスクベースド・アプロ

ーチの有効性が報告されている。

3.安全・安心社会 システム

ISO/1EC Gじ ide51で 1ま , 安全が達

成される許容可能なリスクは,絶
対的安全 という理念,製品,プロ

セスまたはサービスおよび使用者

の利便性, 日的適合性,費用対効

果, ならびに関連社会の慣習のよ

うに諸要因によって満たされるべ

き要件とのバランスで決定される

としている。

製フ
ア

骰「■聟即伴林0翠峰|」

図 2 機械安全の体系

規格), 2章 で述べた IEC規格等をグループ安全規

格 (B規格)と し,さ らに業種別の個別機械を製 1記

安全規格 (C規格)と して,規格の三層構造を構築

し,同時にこれが優先順位を示 している。

ISO/1EC Guide 51は ,絶対安全 というものはあ り

得ないとしている。そのため, リスク許容社会にお

いては, リスク低減後に残留 リスクが存在する。そ

の残留 リスクは,機械製造者により銘板あるいは取

扱説明書等に明示され,そ の管理は機械の市場への

流通と共に,機械使用者へ託される。機械使用者は,

機械の全ライフサイクルに亘 り,定常時および非定

常時の機械運転に注意を払い適切に危険源を管理す

る事が求められるc

経済産業省は, これら機械安全の予防概念の有効

性調査を行い,そ れによると,お よそ1,200件 の死

亡事故のデータベースを作成 し,そ の分析を行った

ところ,労働災害の重人事故は 8割以上が予見 Hl能

であ り,かつ結果回避可能であるという結論を得

た8'。

予見 HT能性は,危険性および有害性の調査を実施

するリスクアセスメントを,そ して結果回避可能性

は機械安全で体系化されたリスク低減の方法論の実

施を意味しているc

欧州においては,例 えば最近の国際社会保障協会 :

ISSAの労働現場における予防方策の有効性に関す

る研究発表報告書"あ るいは ドイッ職業保険組合中

央研究所 :BGIAの 予防の質 ―ドイッの損害社会保

険のサービスの効果および効率の最終報告書
1°

等
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許容可能なリスクは,前述の体

系化・標準化された方法論として

のリスクアセスメントおよびリス

ク低減を実施 し達成されるとして

いる。IS012100お よび Iso13849 1で は,規格等に

示された安全方策を講 じた後の受入れ可能なリスク

と して, これ を 一適 切 に低 減 され た リス ク :

Adequate Reduced Risk:ARR― と定義 している。す

なわち,第 2章で示された機械安全の体系化された

方策を講 じて,残留リスクにより事故が起 きても,

それを社会は受容しようという事が, リスクベース

の思想である。

アメリカ法律協会による1960年 代のレステイ トメ

ントでは消費者期待基準が適用され,被害者は被害

の実態を提示することにより無過失責任の原則で裁

判をおこせるようになり,訴訟大 l■Jと なった。消費

者期待基準は主観に基づきかならず しも公正でない

との批判から,見直された第二次レステイ トメント

によリアメリカの不法行為法の概念は, リスクベー

スの体系化された安全方策を講 じた際に, これは合

理 的 な 代 替 設 計 (Reasonあ kA■ ernative Dedgn:

RAD)が無いという証明が出来る為に,基本的に機

械設計者の過失は問われないと言う解釈が成立って

いる¬
'。

RADの 基礎は,合理的なという形容詞が

示す通 り,費用便益計算でハンドの定式が適用され

ている.

さらに科学および技術の水準 (state of the art)は

常に進化 している為,問題が発生 した際には,当該

機械が市場に流通 した当時の水準が基準となる。

本来であれば,機械設計者が実施した安全方策の

妥当性は,欧米諸国で慣習となっている第三者認証

機関による妥当性検証が実施されうる事が望まれる。

||■■lEC618001■ |||

安1全ドライブシステム
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■三二■ARR

社会システム

リスクベースド・アプローチ
:リスクアセスメント
:リ スク低減
:適切に低 ll・tさ れたリスク
:合理的な代替設計
:Burden(負 荷 )

I Probabhty(確率 )

l oss(損 害 )

図 3 安全の四要素

さらに,市場に流通 した機械は,機械の全ライフ

サイクルを視野に入れた場合,材料の経年変化,機
械の改造によるリスクの増大等の諸問題が発生する

可能性が高い為,本来であれば行政による市場監視

(market survey)が必要とされる。

第二者認証機関ならびに市場監視を実施する機関

に共通 して必要なのことは,安全専門家である。

そして,こ れらの方策を講じても機械の危険源に

よる事故はゼロとはならない為に,事故の被災者は

保険などにより補償される事が,社会への安心をも

たらす条件となってくる。

これらの観点から,図 3が示す様に,安全は人へ

の危害を事前に予防する為の①倫理,②技術的な方

策,社会が必要とする人工物生産における③経済性 ,

そして安全の概念を適用させる④社会システムの四

要素から構成され,それらが整合性をもち平衡され

ることが,安心の条件となる。

そこに,関係者として国,財界,産業界,学協会,

労働者等の個人等が関与してくる。

4.こ れか らの課題

4.1 日本の安全規制

機械類の安全につき, 日本では近年,労働安全衛

生法第28条 の2に より機械のリスクアセスメントの

実施が定められたが,こ れには罰則規定が伴ってい

ない。これに伴い,機械の包括的な安全基準に関す
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る指針が,平成19年 7月 31日 厚生労働省労働基準局

長通達基発第0731001号 として改定 され,国際規格

が定める体系的な安全の概念 と方法論がJIS規格を

引用 し整備された。この意味では,日 本で機械類の

安全に関するリスクベース ド・アプローチの手法が

整備されたと言える。

しかしながら,一方で強制法規 としての罰員1規定

が伴わないというあくまで推奨の条文である。そし

て,歴史的に労働安全衛生法規の実施状態は必ず し

も最適化されてはいないという現実が存在 し, 日本

社会では責任や権利の概念が希薄な事,そ して矛盾

容認社会であること等により
1',合理的で予防を前

提 とするリスクベースの思想がどこまで定着するか

は時の経過を見守る必要があ りそうである。

他方では技術面でこれらの整備が行われても, 日

本では安全性の検証を第二者が実施する認証制度が

定着していない為に,機械設計者がその妥当性検証

を充分に果たす事が出来ない場合がある事, さらに

は以下の事例から,安全 と経済性の トレー ドオフに

伴う問題が見えてくる。

4.2 ドイツでの安全装置の無効化

欧州を中心 として体系化された安全の概念と方法

論は, ひとつのモデルとして日本でも導入する事が

検討されてきてお り, また推奨されることである。

1990年代半ばに欧州では CEマ ーキング制度が導

入され,市場に流通する全ての機lHtは 安全である事

を自己宣言する事が,安全規制として定められた。

法治国家の ドイツで2003年 から2年間に亘 り, ドイ

ツ職業保険組合 (BG)|こ より安全装置の無効化に

関する実態調査llが
行われた。安全装置を無効化

するという事は,せっかく安全設計が施されリスク

が低減された機械のリスクが,無効化によリリスク

が最大化されてしまう事を意味しており,それに起

因する重大事故が報告されていた事による。

無効化に関する報告書によると,な んとおよそ 3

割の事業所が機械の安全装置を恒常的に無効化して

おり,かつ多くの場合,事業所の経営陣がそれを容

認しているという事実であった。無効化の理由の第

一として,心理的に人による作業を極力早く終わら

せたいという事,そ して生産性の維持があげられて

いた。

すなわち,安全確保の為に機械を囲う,そ して危

険な動 きに対し機械を止める事が,社会に役立つ人

工物を製造する者にとり,生産性を阻害するという

御．赫ｒ離旧旧キ】．中
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安全性 と経済性の トレー ドオフの問題が明示された。

BGと しては,その方策として, さらなる安全要

素技術の開発の推進,イ ンタロック装置における無

効化防止機能の追加等を推奨する反面,心理学者の

助言,経営管理の徹底等を提言している。

日本がこれから安全に係わる社会制度を整備する

に当たり, この無効化の原因と再発防止策に関する

これら推奨は充分に配慮すべ き事であろう。

因みに,安全性 と経済性の トレー ドオフを克服 し,

機llt設備の全ライフサイクルを通 し,安全方策を徹

底 し,生産性の向上およびその結果としての費用削

減が達成された事例は,国 内でも幾つか出始めてい

る1● l● 。

これら事例の共通事項は,機械の開発・設計・製

造・設置・試運転・定常および非定常運転・保全・

廃棄という全ライフサイクルを通 じ,そ こに機械の

設計者と使用者,そ して事業所近辺の住民等,全て

の関係者の利害を配慮し,品質・環境・安全のマネ

ジメント手法を徹底することにより安全に係わる標

準化 。平準化の効用が導き出されるという事である。

この効用を引き出す事は,設計プロセスの概念設

計段階で,い かに市場導入後の問題を事前に取 り入

れる事が出来るかに係わってくる。

日本機llt学会,産業・化学機械 と安全部Flで は,

これらのさらなる事例を検証 し,安全プロセスをも

のづ くりの知とサービスエ学の視点から融合させる

為の SSE(Satty Service Engineering)研 究会を最近

発足 し,活動を開始している。

4.3 安全の妥当性検 HIE

機械設計者が, これら体系化された安全の概念と

方法論を適用 しても,そ の妥当性を検証するのは,

一般的には中立的な第三者の認証機関である。

欧米の場合,産業革命直後のボイラ爆発事故に端

を発 し,検査機関が当時設立され,そ れが現在の認

証機関へ と発展 している。日本の場合,こ の永い認

証の歴史が欠如 している。安全工学の総体系 として

の認証機関およびそれに伴う安全専門家の育成は,

ものづ くりの根幹であ り,産業競争力の源泉として

の標準化作業と共に, 日本が克服する急務の課題で

ある。

4.4市 場 監 視

欧州の CEマ ーキング制度はあ くまでも, 自己貢

任に基づ く自己宣言である。その為,欧州域内にお

電気評論 20105

いては, ドイツ職業保険組合の調査によると,CE
マーキング宣言書のある機械で,実際に安全要求事

項が充分に満たされていない事例が発見 されてい

るlt。 これらの事例を踏まえて,機械流通後の市場

監視が近年強化される方向にある。

5.お わ 。りに

いくつかの事例の考察に基づ くと,あ るべき姿と

しての安全・安心社会システムは,予防・妥当性検

証・市場監視の概念により構築されるべ きであり,

それに伴う関係者の役割は,例 えば以下の通 りであ

る。

5.1 機械設計者の役害1

- 国際規格に基づ く安全設計の体系により

― リスクアセスメントおよびリスク低減を実施 し,

一 リスク低減は,適切に低減されたリスクまで行

― 残留 リスク情報を適切に使用者へ提供する

5.2 機械使用者の役割

― 安全を品質・環境マネジメントシステムの一環

として位置づけをして,

一 残留 リスクをライフサイクルにわた り適切に管

理 し,作業者への教育を実施する

一 リスクアセスメントの実施結果の図書を集計 し,

自己の際の説明責任に備える

5.3国 の 役 割

― リスクベース ド・アプローチの基本概念および

方法論を実践可能とする安全規+1の 整備

一 安全専門家の育成の助成

5.4 学協会と民間企業

一 リスクベース ド・アプローチの最新情報の収集

と分析およびそれに基づ く提案

― 民間の第二者認証機関の成育

日本では,事故が起きると,図 1に 示す様に,誰

が悪いと犯人探 しをし、安全工学に基づいた原因調

査と再発防止策に繋がつてこない。

リスクベース社会では,危険源が適正に処理され

たかを調査 し,そ の結果それに妥当性が見出される

のであれば,社会に役立つ人工物を設計・製造・運

営するものの責任を問わず,そ れを社会が受容する

38
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という仕組みになっている.

工業先進国としての日本は,人の教育に頼り頑張

る, という従来の精神論にのみ頼る事ではなく,既

に存在する科学的手法を優先し,世界に手本を示す

事が自ら求められており,それが技術者ならびに先

進国としての未来への責任であろう。
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